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兵庫地域に係る公害防止計画策定の基本方針 
 

環境基本法（平成５年法律第９１号）第１７条第１項及び第２項の規定に基づき、

兵庫地域に係る公害防止計画を策定することとし、環境基本計画（平成１８年４月７

日閣議決定）を基本とし、同計画第一部第２章の今後の環境政策の展開の方向を踏ま

え、同計画第二部第２章第２節４（２）に掲げられた事項に配慮し、当該地域におい

て実施されるべき公害の防止に関する施策に係る基本方針を以下のとおり策定する。 

 

 本公害防止計画は、環境への負荷をできる限り低減し、公害の早急な解決を図ると

ともに、公害の未然防止の徹底に努めることにより、地域住民の健康を保護し、生活

環境を保全する計画として策定するものとし、引き続き、環境基本計画の長期的目標

である循環、共生及び参加の考え方を各般の施策に反映するよう努めるものとする。 

 その際、本計画は、環境基本法第１４条の規定に基づき、同法の基本理念にのっと

り、同条に掲げられた事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図り

つつ総合的かつ計画的に行われるよう策定するものとする。 

 なお、環境基本法第１５条第５項の規定に基づき環境基本計画が変更された場合は、

公害防止計画に基づき実施される公害の防止に関する諸施策が、環境基本計画の変更

を踏まえ柔軟かつ適切に対応して実施されるよう、十分配慮するものとする。 

 

１ 公害防止計画策定地域 

  この基本方針に基づき公害防止計画を策定する地域は、兵庫県の区域のうち、神

戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚市及び川西市の区域（公害防止計

画策定指示の日現在の区域）とする。 

 

２ 公害防止計画策定地域の環境の概況 

  上記地域においては、平成１４年度から平成１８年度を計画期間とする兵庫地域

公害防止計画が策定され、同計画に基づいて公害防止に関する諸施策が推進されて

きたところであるが、平成１７年度における環境質の状況は、以下のとおりであり、

依然として改善すべき問題が存在することから、今後も引き続き総合的な公害防止

施策を講じていく必要がある。 

 

(1) 大気汚染 

二酸化硫黄については、長期的評価では３９測定局中、全局において環境基準を

達成している。 
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二酸化窒素については、環境基準との対応状況を見ると、５４測定局中、0.06ppm 

を超過している局が２局、0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内の局が３４局、

0.04ppm未満の局が１８局となっている。 

一酸化炭素については、長期的評価では１９測定局中、全局において環境基準を

達成している。 

浮遊粒子状物質については、長期的評価では４９測定局中、５局において環境基

準を達成していない。 

光化学オキシダントについては、２７測定局中、全局において環境基準を達成し

ていない。 

ベンゼンについては、１０測定地点中、１地点において環境基準を達成していな

い。 

トリクロロエチレンについては、１０測定地点中、全地点において環境基準を達

成している。 

テトラクロロエチレンについては、１０測定地点中、全地点において環境基準を

達成している。 

ジクロロメタンについては、１０測定地点中、全地点において環境基準を達成し

ている。 

ダイオキシン類については、１３測定地点中、全地点において環境基準を達成し

ている。 

 

(2) 水質汚濁 

健康項目については、１６２測定地点中、９地点において環境基準を達成してい

ない。 

水質のダイオキシン類については、３３測定地点中、全地点において環境基準を

達成している。 

底質のダイオキシン類については、３３測定地点中、全地点において環境基準を

達成している。 

河川については、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）の指標でみると、１５水域中、

１水域において環境基準を達成していない。  

湖沼については、全りんは、１水域中、１水域において環境基準を達成していな

い。  

海域については、ＣＯＤの指標でみると、９水域中、６水域において環境基準を

達成していない。全窒素は、５水域中、全水域において環境基準を達成している。

全りんは、５水域中、１水域において環境基準を達成していない。 
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地下水については、１４４測定地点中、２１地点で環境基準を達成していない。 

 

(3) 騒音 

自動車騒音に関する環境基準達成状況の評価結果は、評価の対象とした住居等 

94,767戸のうち、12,779戸（１３％）が、環境基準を達成していない。 

新幹線鉄道騒音については、３２測定地点中、１８地点において環境基準を達成

していない。 

航空機騒音については、１５測定地点中、６地点において環境基準を達成してい

ない。 

 

３ 公害防止計画策定に当たっての目標 

  本計画策定に当たっての汚染物質等（自然由来によるものは除く）の項目ごとの

目標を別表のとおりとし、各種の公害防止施策等の推進により、目標が平成２２年

度末を目途に達成されるよう努めるものとして本計画を策定するものとする。 

  なお、環境基本法第１６条の規定に基づく環境基準等が設定若しくは改定された

場合又は新たに環境基準等の超過が生じた場合は、当該環境基準等に係る部分を変

更した別表をもって本計画の別表とみなす。 

 

４ 公害防止計画の主要課題 

  当該地域の実情にかんがみ、本計画において特に重点的に解決を図るべき主要課

題は、以下のとおりとする。 

 

(1) 交通公害 

      国道４３号をはじめとする大気汚染及び騒音の著しい道路沿道や山陽新幹線鉄

道沿線における交通公害の防止を図る。 

 

(2) 大阪湾の水質汚濁 

    大阪湾のＣＯＤに係る水質汚濁、窒素及び燐による富栄養化の防止を図る。 

 

５ 公害防止計画の期間 

  本計画の実施期間は、平成１９年度から平成２２年度までの４年間とする。 
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６ 公害防止施策等 

  本計画の策定に当たっては、当該地域における公害の状況について分析評価を行

い、旧計画に基づき実施した施策の効果、問題点等に係る要因分析を可能な限り行

い、汚染物質等の項目ごとの目標の達成に努める観点から、地域の課題に対応する

具体的な施策及びそれらの施策に関する計画期間内における達成目標を記載するも

のとする。 

①  施策の達成目標の設定に当たっては、地域における環境への負荷量と施策の内

容について分析しその予測を踏まえ、関連諸計画との整合を図りながら、可能な

限り具体的な数値目標を設定するものとする。 

②  特に、「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」

に基づき、公害防止計画地域における特定の公害防止対策事業については重点的

な財政支援がなされていることから、同法第２条第３項に掲げる事業については、

地域の課題と当該事業の関連を示しつつ、可能な限り事業内容を個別具体的に計

画に記載するものとする。 

③  また、重点的に解決を図るべき主要課題については、改善の目標とその達成の

ために講ずべき公害防止施策を重点的に記述することにより、地域の著しい公害

について重点的かつ効率的に対策を推進するものとする。 

  

(1) 今後講ずべき施策 

    今後講ずべき施策については、住民の健康保護対策はもとより、工業地、住居

地及び緑地の適正な配置等の適切な土地利用の実現、工業立地等についての指導、

発生源等に対する各種対策、公害の防止に係る社会資本整備、廃棄物・リサイクル

対策などの物質循環に係る施策、化学物質対策、環境教育・環境学習の推進、監視

測定体制の整備、環境情報の整備・提供等の関連する施策を合理的に組み合わせ、

環境基本計画における循環と共生を基調とした地域づくりに配慮しつつ、新規施策

の導入を含めた実効性のある施策を検討するものとする。その際、別表の備考欄に

掲げる方向及び以下の事項を踏まえるものとする。 

① 国、地方公共団体、事業者、国民の責務を勘案しつつ、施策間の優先度、緩急

度を考慮し、国の施策と有機的な連携を保ちながら、今後講ずべき施策を総合的

に検討するとともに、本計画の実施を通じて環境基本計画の長期的な目標の達成

に資するものとする。 

② 各課題ごとに、環境への負荷量の状況などの分析を踏まえ、改善の目標とそ

の達成のために講ずべき公害防止施策を適切に位置づけ、その効果的な実施に

より当該課題の早急な解決を図るものとする。 
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③ 今日の公害問題の多くが日常生活や通常の事業活動などの社会経済活動に起

因していることにかんがみ、住民を含むすべての主体が意思決定の段階から幅

広い参加に努め、これによって、それぞれの立場に応じた適切な役割分      

担を図ることとする。 

④ 自主的積極的に環境保全に取り組むための基盤の整備を図り、規制等の制度

的対応や自主的取組を含む幅広い施策が公害防止対策事業と有機的に連携する

形で講じられるよう、各課題に対応する施策の最適な組み合わせを検討するも

のとする。 

 

(2) 広域的な調整 

   窒素酸化物や浮遊粒子状物質を中心とした都市地域の大気汚染、交通公害、地域

を貫流する河川や閉鎖性水域の水質汚濁等の広域的な観点から重点的取組を必要と

する公害に係る施策については、必要に応じ、国の関係機関や関係地方公共団体等

との調整を図って施策を立案するとともに、その実施に当たっての連携体制を設け

るものとする。  

   なお、本計画の策定に当たっては、当該地域の開発に係る諸計画等との連携の確

保に配慮するとともに、本計画に関連する国の関係機関、県の公安委員会、教育委

員会等の関係機関及び関係地方公共団体と十分に連絡、調整を行うものとする。 

   

７ 計画事業に係る環境保全上の配慮 

   本計画の策定に当たっては、本計画に基づく公害の防止に係る事業に関し、その

実施により二次公害、自然環境保全の支障等環境に悪影響を及ぼすことがないよう、

環境保全上の配慮を徹底するものとする。 

 

８ 公害防止計画と他の環境保全計画との整合 

   本計画の策定に当たっては、他の環境保全に関する法定計画等との整合が図られ

るよう配慮するものとする。 

   

９ 公害防止計画と諸計画との関連 

   本計画は、対象とする地域において公害防止施策を総合的計画的に推進していく

上での基本となる計画であることから、当該地域における開発、環境整備、土地、

水資源の利用等に係る諸計画は、公害の防止に関して、本計画との調和が図られる

ことが重要であり、本計画の策定に当たっては当該諸計画との連携の確保に配慮す

るとともに、これら諸計画が本計画と連携を図りつつ策定され、又は推進されるよ
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う配慮するものとする。 

   また、当該地域における環境保全に関する基本的な計画等関連する環境保全施策

が全体として整合し、かつ、円滑に実施されるよう配慮するものとする。 

   なお、当該地域において進められる災害に強い街づくり等については、公害防止

施策等が密接な関連を有することから、本計画においても、公害防止施策等がこれ

に寄与するよう必要な配慮を行うものとする。 

 

１０ 進行管理、分析評価 

   計画期間中においては、各主体の連携の下に計画の推進体制を整備し、モニタリ

ング体制の充実により地域の環境状況の把握に、より一層努めるとともに、公害防

止対策事業をはじめとした各種施策について、その達成目標との関連における適切

な進行管理を行い、計画の効果的かつ着実な実施が図られるよう努めるものとする。 

また、計画終了時点においても、施策全体の進行とその効果を整理し、計画期間内

の施策の達成状況について分析評価を実施するよう努めるものとする。このとき、

単に環境基準等の達成状況のみではなく、施策の実施率やこれに伴う負荷削減量の

推計等様々な尺度で分析評価を行うよう努めるものとする。 
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別表 公害防止計画策定に当たっての目標 

区   分 項    目 目      標 備     考 

１大気汚染 浮遊粒子状物質 

二酸化窒素 

光化学オキシダント 

ベンゼン 

「大気の汚染に係る環境基準

について」 
（昭和４８年５月８日環境庁

告示第２５号）第１に定める

環境基準 
「二酸化窒素に係る環境基準

について」 
（昭和５３年７月１１日環境

庁告示第３８号）第１に定め

る環境基準 
「ベンゼン等による大気の汚

染に係る環境基準について」

（平成９年２月４日環境庁告

示第４号）第１に定める環境

基準 

本地域における主要な発生

源が、自動車及び工場・事業

場であることを踏まえた適

切な対策を講じる。 

(1) 

健

康  

項

目 

 

地

下

水 

1,1-ジクロロエチレン 

シス-1,2-ジクロロエチレ

ン 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素 

「地下水の水質汚濁に係る環

境基準について」（平成９年

３月１３日環境省告示第１０

号）第１に定める基準値 
 

適切な監視測定の実施によ

り、実態の把握及び原因の究

明に努めるとともに、現時点

で可能な対策を講じる。 

ア

河

川 

 

生物化学的酸素要求量 

 

 

 

本地域における主要な要因

は、生活排水、工場・事業場

排水であることを踏まえた

適切な対策を講じる。 

イ

湖

沼 

 

全りん 本地域における主要な要因

は、生活排水及び面源負荷で

あることを踏まえた適切な

対策を講じる。 

２

水

質  

汚

濁 

(2) 

生

活  

環

境  

項

目 

ウ 

海

域 

化学的酸素要求量 

全りん 

「水質汚濁に係る環境基準に

ついて」 

（昭和４６年１２月２８日環

境庁告示第５９号）第１の２

の（１）に定める基準値 

 

本地域における主要な要因

は、生活排水、工場・事業場

排水であることを踏まえた

適切な対策を講じる。 
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自動車騒音 「騒音に係る環境基準につい

て｣ 
（平成１０年９月３０日環境

庁告示第６４号）第１に定め

る基準値 

適切な監視測定の実施によ

り、状況の把握に努めるとと

もに、これを踏まえた適切な

対策を講じる。 

新幹線鉄道騒音 「新幹線鉄道騒音に係る環境

基準について｣ 
（昭和５０年７月２９日環境

庁告示第４６号）第１に定め

る基準値 

適切な監視測定の実施によ

り、状況の把握に努めるとと

もに、発生源対策に加え、沿

線の適切な土地利用の誘導

等を図る。 
 

３ 騒 音 

航空機騒音 ｢航空機騒音に係る環境基準

について｣ 

（昭和４８年１２月２７日環

境庁告示第１５４号）第１に

定める基準値 

適切な監視測定の実施によ

り、状況の把握に努めるとと

もに、発生源対策に加え、飛

行場周辺の適切な土地利用

の誘導等を図る。 

 
(注)１．公害防止計画の目標を適用する区域は、当該項目の汚染等の現状又は将来の汚染等のおそ

れを勘案して総合的な防止施策を講ずる必要がある区域とし、具体的に公害防止計画におい
て定めるものとする。 

     この場合、環境基準を公害防止計画の目標とする項目については、当該環境基準が適用    
される地域に限るものとする。 

  ２．計画期間内に目標を達成することが著しく困難な地域がある場合にあって、当該目標に係
る環境基準の達成期間について特に定めがあるときは、本文にかかわらずその定めるところ
により、目標の達成に努めるものとする。 
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